
保
育
所（
園
）

　

入
所
・
入
園
希
望
者
は
、
福
祉
課

（
市
役
所
１
階
）
ま
た
は
野
栄
総
合

支
所
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

■

対
象
者

　

平
成
27
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま

れ
た
乳
幼
児
（
０
〜
５
歳
）
で
、
本

市
の
住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ
、

保
護
者
が
仕
事
や
病
気
な
ど
の
事
情

で
保
育
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
家

庭
の
児
童

■

受
付
期
間

　

11
月
２
日（
月
）〜
21
日（
土
）

土
・
日
曜
日
の
受
付
日
…
11
月
８
日

（
日
）・
21
日（
土
）

■

必
要
な
も
の

　

申
込
書
を
提
出
す
る
保
護
者
の
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
を
確
認
で
き
る
書
類
と

印
鑑
（
ス
タ
ン
プ
式
以
外
の
も
の
）

を
持
参
し
、
次
の
①
〜
③
を
、
申
し

込
み
児
童
１
人
に
付
き
１
部
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

①
施
設
型
給
付
費
・
地
域
型
保
育
給

付
費
等
教
育
・
保
育
給
付
認
定
申
請

書
兼
入
所
申
込
書
兼
現
況
届

②
児
童
の
成
育
状
況

③
家
庭
で
児
童
の
保
育
が
で
き
な
い

こ
と
を
証
明
す
る
書
類

※
③
は
父
母
両
方
の
書
類
が
必
要
で

す
。
ま
た
理
由
や
状
況
に
よ
り
必
要

な
書
類
が
異
な
り
ま
す（
＝
上
表
）。

《
そ
の
他
》

●
申
し
込
み
が
定
員
を
超
え
た
場
合
、

家
庭
状
況
な
ど
を
総
合
的
に
考
慮
し
、

保
育
困
難
度
の
高
い
児
童
を
優
先
し

ま
す
。

●
年
度
途
中
か
ら
入
所
を
希
望
す
る

場
合
、
事
前
に
福
祉
課
ま
で
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

幼
稚
園

　

入
園
希
望
者
は
、
八
日
市
場
幼
稚

園
ま
た
は
の
さ
か
幼
稚
園
へ
、
子
ど

も
同
伴
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

■

対
象
者

　

５
歳
児
（
１
年
保
育
）、
４
歳
児

（
２
年
保
育
）、
３
歳
児（
３
年
保
育
）

■

受
付
期
間

　

11
月
２
日（
月
）か
ら
随
時

※
時
間
は
９
時
〜
16
時
。

■

必
要
な
も
の

　

印
鑑
を
持
参
し
、
各
園
備
え
付
け

の
入
園
願
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

認
定
こ
ど
も
園

　

入
園
希
望
者
は
福
祉
課
で
申
し
込

ん
で
く
だ
さ
い
。

■

対
象
者

　

教
育
機
能
の
場
合
は
幼
稚
園
と
、

保
育
機
能
の
場
合
は
保
育
所
（
園
）

と
同
じ
で
す
。

■

受
付
期
間

　

11
月
２
日（
月
）〜
21
日（
土
）

土
・
日
曜
日
の
受
付
日
…
11
月
８
日

（
日
）・
21
日（
土
）

■

必
要
な
も
の

　

教
育
機
能
を
希
望
す
る
場
合
は
幼

稚
園
と
、
保
育
機
能
を
希
望
す
る
場

合
は
保
育
所（
園
）と
同
じ
で
す
。

市
内
の
保
育
所（
園
）・
幼
稚
園
・
認
定
こ
ど
も
園
で
は
、

令
和
３
年
４
月
か
ら
の
入
所
・
入
園
希
望
の
受
け
付
け
が
始
ま
り
ま
す
。

な
お
、
申
込
用
紙
は
、
市
役
所
や
各
保
育
所
な
ど
に
備
え
付
け
て
あ
り
ま
す
。

今
年
度
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
防
止
の
た
め
、

各
保
育
所(

園)

や
認
定
こ
ど
も
園
で
は
手
続
き
で
き
ま
せ
ん
。

入
所
・
入
園
手
続
き
が
始
ま
り
ま
す

11
月
２
日（
月
）か
ら

◆家庭で児童の保育ができないことを証明する書類

理由や状況 必要な書類

会社員・パートなど 就労証明書

農業・自営業者など 農業・自営業等調査書

妊娠中・出産後 母子手帳（写し）または診断書

疾病・障がい 医師診断書・障害者手帳（写し）

親族の介護など 親族の介護保険被保険者証（写し）

求職活動中 ハローワークカード（写し）

就学中 在学証明書または学生証（写し）

■
問
い
合
わ
せ
先

【
手
続
き
全
般
】
福
祉
課
子
育
て

支
援
班
☎
73
・
０
０
９
６

【
幼
稚
園
】
八
日
市
場
幼
稚
園
☎

72
・
０
４
４
２
、
の
さ
か
幼
稚
園

☎
67
・
４
６
３
３
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　９月中に、調査員が、「調査書類封入封筒（青い封筒）」
を郵便受けに入れるなどして各世帯に配布しました。
　封筒に入っている書類を確認し、10月７日（水）までに、
インターネットまたは郵送のいずれかの方法で回答してく
ださい（＝下図）。
　統計法では、正確な統計を作成するため、調査項目に回
答する義務が定められています。回答内容は、統計以外の

目的には使用されません。
　また、統計法によって厳格な個人情報保護と守秘義務が
調査従事者に課されているので、安心してご回答ください。
◆期間内の回答にご協力を
　回答期限を過ぎても回答が確認されていない世帯には、
調査員が訪問し、督促状の配布や回答のお願いに伺います。
期間内の回答にご協力ください。

日本に住んでいるすべての人と世帯を対象に「令和２年国勢調査」を実施しています。
ご回答は、10月７日（水）までに、インターネットなどでお願いします。

問企画課企画調整班☎73－0081

　鉛筆（またはシ
ャープペンシル）
を使って「調査
票」の各項目に記
入します。１枚で
４人分まで記入で
きます。

　「インターネット回答利用ガイド」の案内に従い、
回答用サイトにログインし、回答してください。

　記入が終わった調査票は「郵
送提出用封筒（切手不要）」（＝
写真左）に封入し、最寄りの郵
便ポストに投

とう

函
かん

してください。

※郵便ポストへの投函が難しい場合は、調査員が訪問し
て調査票を回収します。希望者は企画課（☎73－0081）
までご連絡ください。

スマートフォンかパソコンで回答

ポストに投函

調査票に記入

インターネット回答の人は 郵送回答の人は

●24時間いつでも回答できます。
●回答時間の目安は、１人暮らし世帯の場合で
約10分です。
●回答には、お配りした利用ガイドに記載の「ロ
グインID」と「アクセスキー」をご利用ください。

インターネットまたは郵送で回答

　国勢調査を装った詐欺や不審な調
査にご注意ください。国勢調査では、
金銭を要求することや銀行口
座の暗証番号などを聞くこと
は絶対にありません。

インターネット回答サイト（国勢
調査オンライン）はこちらから→

注
意

国国 勢
国調 査

回答は
お済みですか

回答期間は

まで10 7
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